
池田市告示第９１号 

 

池田市ラブホテル建築規制条例（昭和５８年池田市条例第２０号）第５条第

３号の規定に基づき、その敷地の周囲１００メートル以内の区域においてラブ

ホテルを建築してはならないこととする施設を次のとおり指定したため、これ

を告示する。 

 

昭和５８年１０月１日 

 

池田市長 若 生   正 

 

１ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校（大学を除

く。） 

２ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第１項に規定する児童福

祉施設 

３ 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２０条に規定する公民館 

４ 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する図書館 

５ 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条第 1 項に規定する都市公園 

６ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律

（昭和４２年法律第１１０号）第６条に規定する共同利用施設 

７ 池田市立総合スポーツセンター条例（昭和３８年池田市条例第２１号）第

１条に規定する池田市立総合スポーツセンター 

８ 池田市立児童文化センター条例（昭和４６年池田市条例第５号）第２条に

規定する児童文化センター 

９ 池田市立児童館条例（昭和４７年池田市条例第８号）第１条に規定する池

田市立児童館 



１０ 池田市民文化会館条例（昭和４９年池田市条例第３８号）第２条に規定

する池田市民文化会館 

１１ 池田市立コミュニティセンター条例（昭和５２年池田市条例第２７号）

第３条に規定する池田市立コミュニティセンター 

１２ 池田市立歴史民俗資料館条例（昭和５５年池田市条例第８号）第１条に

規定する池田市立歴史民俗資料館 

１３ 池田市立カルチャープラザ条例（昭和５９年池田市条例第１６号）第１

条に規定する池田市立カルチャープラザ 

１４ 池田市立上方落語資料展示館条例（平成１９年池田市条例第２号）第１

条に規定する池田市立上方落語資料展示館 

１５ 池田市教育センター条例（平成２３年池田市条例第２５号）第２条に規

定する池田市教育センター 

１６ 池田市ダイバーシティセンター条例（令和３年池田市条例第１４号）第

１条に規定する池田市ダイバーシティセンター 

１７ 池田市立市民活動交流センター条例（令和３年池田市条例第１６号）第

１条に規定する池田市立市民活動交流センター 


